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実 技 試 験 

 

 
 
 

☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆ 

・ 問題数は４０問、解答はすべて記述式です。 

・ 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを１つ選んでください。 

・ 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる語

句・数値を選び、語群に記されたとおりに解答用紙の所定の欄に記入してくだ

さい。また、語群の語句・数値にそれぞれ番号が付してある場合は、その番号

のみを記入してください。 

・ 語群のない問題の場合、指示に従い解答用紙の所定の欄に直接正解と思われる

語句・数値・記号を記入してください。 

・ 試験問題については、特に指示のない限り、２０２２年１０月１日現在施行の

法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対する

各種特例等については考慮しないものとします。 

・ 解答は楷書、算用数字（１、２、３…）ではっきりと正しく記入してください

（誤字・脱字・略字は不可）。 

・ 計算問題については、計算結果を解答として所定の欄に記入してください。

その際、解答用紙に記載されている単位を使用し、漢字や小数点、上付き数

字を使用しないでください。正しく記入されなかった場合、採点されません

のでご注意ください。なお、カンマのあり・なしについては採点には影響し

ません。 

［例１］解答用紙に記載の単位「万円」の場合 

可の例：105万円／不可の例：1,050,000円 

［例２］解答用紙に記載の単位「円」の場合 

可の例：1,005,000円／不可の例：100万5,000円、100.5万円、100.5万円 

 

 



 

－2－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

【第１問】下記の（問１）、（問２）について解答しなさい。 

 

問１ 

 ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）は、ファイナンシャル・プランニング業務を

行ううえで関連業法等を順守することが重要である。ＦＰの行為に関する次の（ア）～（エ）の記述に

ついて、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。 

 

（ア）税理士資格を有していないＦＰが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務におい

て、仮定の事例に基づいて、相続税額を計算する手順について説明を行った。 

（イ）社会保険労務士資格を有していないＦＰが、顧問先企業の雇用保険に関する申請書を作成して手

続きの代行を行い、報酬を受け取った。 

（ウ）生命保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の登録を受けていないＦＰが、生命保険契

約を検討している顧客のライフプランに基づき、具体的な必要保障額を試算した。 

（エ）弁護士資格を有していないＦＰ（遺言者や公証人と利害関係はない成年者）が、顧客から依頼さ

れて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。 

 

問２ 

 ｢消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて締結し

た契約は、取り消すことができる。 

２．消費者の判断力が著しく低下し、過大な不安を抱いている状況に付け込んで、事業者の不当性の高

い行為により消費者が困惑した状況で契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができる。 

３．消費者契約法の保護の対象となる消費者とは、個人（事業としてまたは事業のために契約の当事者

となる場合におけるものを除く）とされており、法人は対象外とされている。 

４．消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して商品購入の契約をした

場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。 

 

  



 

－3－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

【第２問】下記の（問３）～（問６）について解答しなさい。 

 

問３ 

 下記＜資料＞は、外貨定期預金の契約締結前交付書面の一部である。この契約締結前交付書面に関す

る次の記述の空欄（ア）～（エ）にあてはまる語句として、最も不適切なものはどれか。なお、＜資

料＞に記載のない事項は一切考慮しないこととする。 

 

＜資料＞ 
 

商品概要 

［商品名］外貨定期預金  

［商品の概要］外国通貨建ての、期間の定めのある預金です。 

［預金保険］外貨定期預金は、預金保険制度の（ ア ）です。 

［販売対象］個人のお客様 

 

税金について 

［利息］（ イ ）が適用されます。 

［為替差損益］雑所得となります。 

※雑所得は、原則として確定申告による総合課税の対象です。 

 

お預入れとお引出しに関わる為替手数料 

［お預入れ］円の現金でのお預入れ（１通貨単位当たり） 米ドル：１円 

［お引出し］円の現金でのお引出し（１通貨単位当たり） 米ドル：１円 

 

例）お預入時点の為替相場（仲値）が１米ドル＝１４０円の場合、１万米ドルのお預入金額

は、（ ウ ）となります。 

 

その他 

※外貨定期預金は、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の（ エ ）です。 

 

 

１．空欄（ア）にあてはまる語句は、「対象外」である。 

２．空欄（イ）にあてはまる語句は、「申告分離課税」である。 

３．空欄（ウ）にあてはまる語句は、「１,４１０,０００円」である。 

４．空欄（エ）にあてはまる語句は、「対象外」である。 

  



 

－4－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問４ 

 下記＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切

なものはどれか。 

 

＜資料＞ 

 ＰＡ株式会社 ＰＢ株式会社 

株価 ７,２２０円 １３,４７０円 

１株当たり当期純利益 ２７４円 ６８５円 

１株当たり自己資本 ３,２４０円 ９,８７３円 

１株当たり年間配当金 ９０円 １４５円 

 

・ ＰＡ株式会社とＰＢ株式会社の株価をＰＥＲ（株価収益率）で比較した場合、（ ア ）株式会

社の方が割安といえる。 

・ ＰＡ株式会社とＰＢ株式会社の資本効率性をＲＯＥ（自己資本利益率）で比較した場合、

（ イ ）株式会社の方が効率的に利益を上げているといえる。 

 

 

１．（ア）ＰＡ （イ）ＰＡ 

２．（ア）ＰＡ （イ）ＰＢ 

３．（ア）ＰＢ （イ）ＰＡ 

４．（ア）ＰＢ （イ）ＰＢ 

 

問５ 

 下記＜資料＞の債券を取得日から５年後に売却した場合における所有期間利回り（単利・年率）を計

算しなさい。なお、手数料や税金等については考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答

用紙に記載されている単位に従うこと（解答用紙に記載されているマス目に数値を記入すること）。 

 

＜資料＞ 
 

表面利率：年０.６０％ 

額面：１００万円 

購入価格：額面１００円につき１００.００円 

売却価格：額面１００円につき１０１.７５円 

所有期間：５年 

 

  



 

－5－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問６ 

 金投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．金は、国際的には１トロイオンス当たりの米ドル建て価格で取引される。 

２．金価格の変動要因には、需給関係、金融動向、政治情勢などが挙げられ、円安（米ドル／円相場）

は国内金価格の下落要因になる。 

３．毎月一定額を金融機関口座等から引き落として金現物を買い付ける定額積立の場合、ドルコスト平

均法の効果が期待できる。 

４．個人が金現物を売却した場合の利益は、原則として譲渡所得として総合課税の対象となる。 

 

  



 

－6－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

【第３問】下記の（問７）～（問１０）について解答しなさい。 

 

問７ 

 建築基準法に従い、下記＜資料＞の土地に建築物を建てる場合の延べ面積（床面積の合計）の最高限

度を計算しなさい。なお、記載のない条件は一切考慮しないこととする。また、解答に当たっては、解

答用紙に記載されている単位に従うこと。 

 

＜資料＞ 
 

 
 

 

  

第一種住居地域 

建蔽率  ６／１０ 

容積率  ３０／１０ 

※前面道路の幅員に対する 

法定乗数  ４／１０ 

 
（１２０ｍ2） 

市道５ｍ 

１２ｍ 

１０ｍ 

市道６ｍ 



 

－7－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問８ 

 柴田さんは、保有しているマンションを賃貸している。２０２２年分の賃貸マンションに係る収入お

よび支出等が下記＜資料＞のとおりである場合、２０２２年分の所得税に係る不動産所得の金額を計算

しなさい。なお、＜資料＞以外の収入および支出等はないものとし、青色申告特別控除は考慮しないこ

ととする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 

 

＜資料：２０２２年分の賃貸マンションに係る収入および支出等＞ 
 

・ 賃料収入（総収入金額）：１８０万円 

・ 支出 

銀行へのローン返済金額：１４０万円（元金８０万円、利息６０万円） 

管理費等：１５万円 

管理業務委託費：９万円 

火災保険料：１万円 

固定資産税：１３万円 

修繕費：６万円 

・ 減価償却費：４０万円 

※支出等のうち必要経費となるものは、すべて２０２２年分の所得に係る必要経費に該当するもの

とする。 

 

問９ 

 山岸さんは、７年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却

を検討している。売却に係る状況が下記＜資料＞のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所

得の金額として、正しいものはどれか。なお、＜資料＞に記載のない事項は一切考慮しないこととする。 

 

＜資料＞ 
 

・ 取得費：土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。 

・ 譲渡価額（合計）：５,０００万円 

・ 譲渡費用（合計）：２００万円 

※居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。 

※所得控除は考慮しないものとする。 

 

１． １,７４０万円 

２． １,５５０万円 

３． １,４８０万円 

４． １,３００万円 

 

  



 

－8－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問１０ 

 下記＜資料＞は、近藤さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告（抜粋）

である。この広告の内容等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

○○タワーレジデンス２４０３号室 

販売価格 ７,９８０万円 所在地 
◎◎県□□市○○町

１－５ 

交通 △△線◇◇駅から徒歩２分 間取り ２ＬＤＫ 

専有面積 ５４.２８ｍ2（壁芯） バルコニー面積 ８.４０ｍ2 

階／階建て ２４階／３２階 築年月 ２０１６年１０月 

総戸数 ２８８戸 構造 鉄筋コンクリート造 

管理費 １５,８００円／月 修繕積立金 ９,６００円／月 

土地権利 所有権 取引形態 媒介 

 

１．この広告の物件は専有部分と共用部分により構成されるが、バルコニーは専有部分に当たる。 

２．この広告の物件の専有面積として記載されている壁芯面積は、登記簿上の内法面積より大きい。 

３．この広告の物件を購入した場合、近藤さんは管理組合の構成員になるかどうかを選択できる。 

４．この広告の物件を購入した場合、購入前になされた集会の決議については、近藤さんにその効力は

及ばない。 

 

  



 

－9－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

【第４問】下記の（問１１）～（問１４）について解答しなさい。 

 

問１１ 

 自動車損害賠償責任保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、加害車両が複

数の場合については考慮しないものとする。 

 

１．原動機付自転車を除くすべての自動車に加入が義務付けられている。 

２．交通事故の被害者が保険会社に保険金を直接請求することができる。 

３．死亡による損害に対する保険金の支払限度額は、被害者１人につき３,０００万円である。 

４．被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って路上で遊んでいた自分の子にケガをさ

せた場合、補償の対象となる。 

 

  



 

－10－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問１２ 

 馬場和彰さん（５１歳）が加入の提案を受けた生命保険の保障内容は下記＜資料＞のとおりである。

この生命保険に加入した場合、次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる数値を解答欄に記入しなさ

い。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。 

 

＜資料／生命保険提案書＞ 
 

 
 

【ご提案内容】 

主契約・特約
の内容 

主なお支払事由など 給付金額 

医療総合保険 ① 病気で所定の入院をしたとき、入院１日目より疾病入院給付金を支払います。 
※支払限度は、１回の入院で６０日、通算１,０９５日となります。 

② 不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて１８０日以内に所定の
入院をしたとき、入院１日目より災害入院給付金を支払います。 
※支払限度は、１回の入院で６０日、通算１,０９５日となります。 

③ 病気やケガで公的医療保険制度の給付対象である所定の手術を受けたとき、手
術給付金を支払います。 
※手術の種類に応じて入院給付金日額の５倍・１０倍・２０倍・４０倍をお支
払いします。 

④ 病気やケガで公的医療保険制度の給付対象である所定の放射線治療を受けたと
き、放射線治療給付金を支払います。 
※入院給付金日額の１０倍をお支払いします。 

日額 
１０,０００円 

５疾病就業不
能特約    

① ５疾病で所定の入院をしたとき、または５疾病による就業不能状態が３０日を
超えて継続したと診断されたとき、第１回就業不能給付金を支払います。 
※５疾病とは、悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全をい
います。 

※就業不能状態とは、５疾病の治療を目的として所定の入院をしている状態、
５疾病により医師の指示を受けて自宅等で療養し、職種を問わずすべての業
務に従事できない状態、５疾病により生じた所定の高度障害状態をいいま
す。ただし、死亡した後や５疾病が治癒した後は、就業不能状態とはいいま
せん。 

※支払限度は、疾病の種類にかかわらず保険期間を通じて１回となります。 
② 前回の就業不能給付金のお支払事由に該当した日の１年後の応当日以後に、５

疾病による就業不能状態が３０日を超えて継続したと診断されたとき、第２回
以後就業不能給付金を支払います。 
※支払限度は、１年に１回となります。 

１００万円 

予定契約日：２０２３年６月１日 
 
保険料：××,×××円 
 （月払い、口座振替） 

保険契約者：馬場和彰 様  被保険者：馬場和彰 様  年齢・性別：５１歳・男性 

 

５１歳契約 

保険提案書 無解約返戻金型医療総合保険 

保険期間１０年 

先進医療特約               付加 

通院特約              ６,０００円 

がん診断特約            １００万円 

５疾病就業不能特約         １００万円 

主契約             １０,０００円 



 

－11－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

がん診断特約 ① 悪性新生物と診断確定された場合で、以下のいずれかに該当したとき、診断給
付金を支払います。 

・ 初めて悪性新生物と診断確定されたとき 
・ 悪性新生物が治癒または寛解状態となった後、再発したと診断確定されたとき 
・ 悪性新生物が他の臓器に転移したと診断確定されたとき 
・ 悪性新生物が新たに生じたと診断確定されたとき 
② 初めて上皮内新生物と診断確定されたとき、診断給付金を支払います。 

※支払限度は、２年に１回となります。ただし、上皮内新生物に対する診断給
付金は保険期間を通じて１回となります。 

１００万円 

通院特約   主契約の入院給付金が支払われる入院をし、かつ、入院の原因となった病気やケ
ガにより以下のいずれかの期間内に所定の通院をしたとき、通院給付金を支払い
ます。 
・ 入院日の前日からその日を含めて遡及して６０日以内 
・ 退院日の翌日からその日を含めて１８０日以内（入院の原因となった疾病がが

ん、心疾患、脳血管疾患の場合、７３０日以内） 
※支払限度は、１回の入院で３０日、通算１,０９５日となります。 

日額 
６,０００円 

先進医療特約 公的医療保険制度における所定の先進医療を受けたとき、先進医療給付金を支払
います。 
※先進医療にかかわる技術料と同額をお支払いします。 

通算 
２,０００万円 

 

 

・ 馬場さんが、交通事故により事故当日から継続して９日間入院し、その間に約款に定められた

所定の手術（公的医療保険制度の給付対象、給付倍率２０倍）を受けたが死亡した場合、保険

会社から支払われる給付金の合計は（ ア ）万円である。 

・ 馬場さんが急性心筋梗塞で継続して３１日間入院し、その間に約款所定の手術（公的医療保険

制度の給付対象、給付倍率１０倍）と公的医療保険制度における先進医療に該当する治療（技

術料５万円）を受け、検査等のため退院後３ヵ月間で１０日間通院して治癒した場合、保険会

社から支払われる給付金の合計は（ イ ）万円である。なお、「５疾病で所定の入院をしたと

き」、「公的医療保険制度における所定の先進医療を受けたとき」に該当するものとする。 

・ 馬場さんが初めてがん（悪性新生物）と診断され、治療のため継続して２２日間入院し、その

間に約款に定められた所定の手術（公的医療保険制度の給付対象、給付倍率４０倍）を受けた

後に死亡した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は（ ウ ）万円である。なお、「５

疾病で所定の入院をしたとき」、「初めて悪性新生物と診断確定されたとき」に該当するものと

し、放射線治療は受けていないものとする。 

 

  



 

－12－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問１３ 

 天野三郎さんが契約している生命保険（下記＜資料＞参照）に関する次の記述の空欄（ア）～（エ）

にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度

選んでもよいこととする。また、三郎さんの家族構成は以下のとおりであり、課税対象となる保険金は

いずれも基礎控除額を超えているものとする。 

 

＜三郎さんの家族構成＞ 

氏名 続柄 年齢 備考 

天野 三郎 本人 ５６歳 会社員（正社員） 

   紀子 妻 ５２歳 パートタイマー 

   晴彦 長男 １７歳 高校生 

   美鈴 長女 １３歳 中学生 

   雄太 二男  ８歳 小学生 

 

＜資料：三郎さんが契約している生命保険契約の一覧＞ 

 
保険契約者 

（保険料負担者） 
被保険者 死亡保険金受取人 満期保険金受取人 

特定疾病保障保険Ａ 三郎さん 三郎さん 紀子さん － 

がん保険Ｂ 三郎さん 紀子さん 三郎さん － 

養老保険Ｃ 三郎さん 三郎さん 紀子さん 晴彦さん 

※養老保険Ｃの保険期間は１５年である。 

 

・ 現時点で三郎さんが死亡した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となる

死亡保険金に係る非課税限度額は（ ア ）である。 

・ 特定疾病保障保険Ａから三郎さんが受け取る特定疾病保険金は（ イ ）である。 

・ がん保険Ｂから三郎さんが受け取る死亡保険金は（ ウ ）である。 

・ 養老保険Ｃから晴彦さんが受け取る満期保険金は（ エ ）である。 

 

 

＜語群＞ 

１． 贈与税の課税対象      ２． 相続税の課税対象  ３． 非課税 

４． 所得税・住民税の課税対象  ５． ２,０００万円    ６． ２,４００万円 

７． ２,５００万円        ８． ５,４００万円 

 

 

  



 

－13－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問１４ 

 株式会社ＱＳの代表取締役の川久保さんが任期満了で退任した場合、同社の役員退職慰労金規程に基

づき、川久保さんが受け取ることができる役員退職慰労金の金額を計算しなさい。なお、解答は以下の

＜前提条件＞および＜資料＞に基づくものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 

 

＜前提条件＞ 
 

・ 入社時年齢：４５歳 

・ 退任時年齢：７０歳（役員在任年数２５年間） 

・ 退任時の最終報酬月額：８０万円 

・ 入社から退任までの役位は継続して代表取締役 

 

＜資料：株式会社ＱＳの役員退職慰労金規程＞ 
 

 

［役員退職慰労金規程］（抜粋） 

第１条（総則） 

この規程は退任した取締役または監査役（以下「役員」という）の役員退職慰労金および弔慰金

について定めるものである。 

 

第２条（退任の定義） 

退任の時期は以下の各号に定めるときとする。 

①辞任 ②任期満了 ③解任 ④死亡 

 

第３条（金額の算定） 

役員退職慰労金の算定は、役位別の最終報酬月額に役位ごとの在任期間の年数を乗じ、役位別係

数を乗じて算出した額（以下の式）の合計額とする。 

最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率（役位別係数）＝役員退職慰労金 

 

功績倍率（役位別係数） 

代表取締役 ３.０ 

専務取締役 ２.４ 

常務取締役 ２.２ 

取締役 ２.０ 

監査役 １.５ 

 

－以下省略－ 

  



 

－14－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

【第５問】下記の（問１５）～（問１７）について解答しなさい。 

 

問１５ 

 個人事業主で青色申告者である志田さんの２０２２年分の所得等が下記＜資料＞のとおりである場合、

志田さんが２０２２年分の所得税の確定申告を行う際に、事業所得と損益通算できる損失に関する次の

記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生して

いることを意味するものとする。 

 

＜資料＞ 

所得の種類 所得金額 備考 

事業所得 ６６０万円 喫茶店経営に係る所得で、青色申告特別控除６５万円控除後の金額 

不動産所得 ▲８０万円 

必要経費：６８０万円 

必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子の額６０万円

が含まれている。 

譲渡所得 ▲６０万円 上場株式の売却に係る損失 

雑所得  ▲６万円 執筆活動に係る損失 

 

１．不動産所得▲８０万円と譲渡所得▲６０万円が控除できる。 

２．不動産所得▲８０万円と雑所得▲６万円が控除できる。 

３．不動産所得▲２０万円と譲渡所得▲６０万円が控除できる。 

４．不動産所得▲２０万円が控除できる。 

 

問１６ 

 会社員の大津さんは、妻および長男との３人暮らしである。大津さんが２０２２年中に新築住宅を購入

し、同年中に居住を開始した場合等の住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する次

の（ア）～（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。な

お、大津さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものと

する。 

 

（ア）２０２２年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年度の

住民税から控除することができるが、その場合、市区町村への住民税の申告が必要である。 

（イ）大津さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、２０２２年分は確定申告をする必要が

あるが、２０２３年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。 

（ウ）一般的に、住宅ローン控除は、その建物の床面積の内訳が居住用４０ｍ2、店舗部分３０ｍ2の合

計７０ｍ2の場合は適用を受けることができない。 

（エ）将来、大津さんが住宅ローンの繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返

済後の返済期間の合計が８年となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けること

ができなくなる。 

  



 

－15－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問１７ 

 会社員の香川さんが２０２２年中に支払った医療費等が下記＜資料＞のとおりである場合、香川さん

の２０２２年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額（最大額）として、正しいものはどれか。

なお、香川さんの２０２２年中の所得は、給与所得７００万円のみであるものとし、香川さんは妻およ

び中学生の長女と生計を一にしている。また、セルフメディケーション税制（特定一般用医薬品等購入

費を支払った場合の医療費控除の特例）については考慮せず、保険金等により補てんされる金額はないも

のとする。 

 

＜資料＞ 

支払年月 
医療等を 

受けた人 
医療機関等 内容 支払金額 

２０２２年２月 妻 Ａ皮膚科医院 美容のためのスキンケア施術 １４０,０００円 

２０２２年７月 本人 Ｂ病院 健康診断（注１） １１,０００円 

２０２２年８月 本人 Ｂ病院 治療費（注１） １５０,０００円 

２０２２年９月 長女 Ｃ病院 治療費（注２） ２５,０００円 

（注１）香川さんは２０２２年７月に受けた健康診断により重大な疾病が発見されたため、引き続き入

院して治療を行った。 

（注２）香川さんの長女はテニスの試合中に足を捻挫し、歩行が困難であったためタクシーでＣ病院ま

で移動し、タクシー代金として２,２００円を支払った。その後の通院は、自家用自動車を利

用し、駐車場代金として５,５００円を支払っている。タクシー代金および駐車場代金はＣ病

院への支払金額（２５,０００円）には含まれていない。 

 

１．  ７５,０００円 

２．  ８８,２００円 

３．  ９３,７００円 

４． ２２８,２００円 

 

  



 

－16－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

【第６問】下記の（問１８）～（問２１）について解答しなさい。 

 

問１８ 

 横川さん（４０歳）は、父（７２歳）と叔父（７０歳）から下記＜資料＞の贈与を受けた。横川さん

の２０２２年分の贈与税額を計算しなさい。なお、父からの贈与については、２０２１年から相続時精

算課税制度の適用を受けている。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 

 

＜資料＞ 

 

［２０２１年中の贈与］ 

・ 父から贈与を受けた金銭の額：１,５００万円 

［２０２２年中の贈与］ 

・ 父から贈与を受けた金銭の額：１,５００万円 

・ 叔父から贈与を受けた金銭の額：１,０００万円 

 

※２０２１年中および２０２２年中に上記以外の贈与はないものとする。 

※上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。 

 

＜贈与税の速算表＞ 

（イ）１８歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合（特例贈与財産、特例税率） 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 

 ２００万円 以下 １０％ － 

２００万円 超 ４００万円 以下 １５％  １０万円 

４００万円 超 ６００万円 以下 ２０％  ３０万円 

６００万円 超 １,０００万円 以下 ３０％  ９０万円 

１,０００万円 超 １,５００万円 以下 ４０％ １９０万円 

１,５００万円 超 ３,０００万円 以下 ４５％ ２６５万円 

３,０００万円 超 ４,５００万円 以下 ５０％ ４１５万円 

４,５００万円 超  ５５％ ６４０万円 

 

（ロ）上記（イ）以外の場合（一般贈与財産、一般税率） 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 

 ２００万円 以下 １０％ － 

２００万円 超 ３００万円 以下 １５％  １０万円 

３００万円 超 ４００万円 以下 ２０％  ２５万円 

４００万円 超 ６００万円 以下 ３０％  ６５万円 

６００万円 超 １,０００万円 以下 ４０％ １２５万円 

１,０００万円 超 １,５００万円 以下 ４５％ １７５万円 

１,５００万円 超 ３,０００万円 以下 ５０％ ２５０万円 

３,０００万円 超  ５５％ ４００万円 



 

－17－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問１９ 

 下記＜親族関係図＞の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述

の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入

しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。 

 

＜親族関係図＞ 

 

 

［各人の法定相続分および遺留分］ 

・ 被相続人の配偶者の法定相続分は（ ア ） 

・ 被相続人の甥の法定相続分は（ イ ） 

・ 被相続人の弟の遺留分は（ ウ ） 

 

 

＜語群＞ 

１． なし    ２． １／２    ３． １／３    ４． １／４   ５． １／６ 

６． １／８   ７． １／１２   ８． １／１６   ９． ２／３  １０． ３／４ 

 

 

  

兄 弟 被相続人 

母 

（すでに死亡） 

父 

配偶者 

（すでに死亡） 

兄の妻 

（すでに死亡) 

甥 姪 

（２０２３年４月３日死亡） 



 

－18－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問２０ 

 下記＜資料＞の土地に係る路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式として、正しいもの

はどれか。 

 

＜資料＞ 
 

 
 

注１：奥行価格補正率（２０ｍ以上２４ｍ未満） １.００ 

注２：借地権割合 ６０％ 

注３：借家権割合 ３０％ 

注４：その他の記載のない条件は一切考慮しないこと。 

 

１． ２００千円×１.００×３００ｍ2 

２． ２００千円×１.００×３００ｍ2×６０％ 

３． ２００千円×１.００×３００ｍ2×（１－６０％） 

４． ２００千円×１.００×３００ｍ2×（１－６０％×３０％×１００％） 

  

（３００ｍ2） ２０ｍ 

１５ｍ 

２００Ｄ 



 

－19－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問２１ 

 自筆証書遺言と公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が２人以

上必要である。 

２．家庭裁判所の検認が不要になるのは、遺言書が公正証書遺言である場合に限られる。 

３．自筆証書遺言を作成する場合において、財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無

効となる。 

４．公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるが、自筆証書遺言についての保管制度は存在しない。 

 

 

  



 

－20－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

【第７問】下記の（問２２）～（問２４）について解答しなさい。 

 

＜谷口家の家族データ＞ 

氏名 続柄 生年月日 備考 

谷口 英男 本人 １９７５年１０月１４日 会社員 

   美奈 妻 １９７４年 ８月２４日 パートタイマー 

   憲人 長男 ２００７年 ５月１０日 高校生 

   菜穂 長女 ２００９年１１月２２日 中学生 

 

＜谷口家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円) 

経過年数 基準年 １年 ２年 ３年 ４年 

西暦（年） ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 ２０２５年 ２０２６年 

家族構成／ 

年齢 

谷口 英男 本人 ４７歳 ４８歳 ４９歳 ５０歳 ５１歳 

   美奈 妻 ４８歳 ４９歳 ５０歳 ５１歳 ５２歳 

   憲人 長男 １５歳 １６歳 １７歳 １８歳 １９歳 

   菜穂 長女 １３歳 １４歳 １５歳 １６歳 １７歳 

ライフイベント 

 
菜穂 

中学校 

入学 

憲人 

高校入学 

自動車の 

買替え 

菜穂 

高校入学 

憲人 

大学入学 

 

 

変動率 

収入 

給与収入（本人） １％ （ ア ）     

給与収入（妻） － １００ １００ １００   

収入合計 －      

支出 

基本生活費 ２％ ２４２    （ イ ） 

住居費 － １３２ １３２ １３２ １３２ １３２ 

教育費 － １１０ １４０ １５０   

保険料 － ５７ ５７ ６２ ６２ ６２ 

一時的支出 －   ４００   

その他支出 ２％ ６０ ６１ ６２  ６５ 

支出合計 － ６０１ ６３７ １,０５８   

年間収支 －      

金融資産残高 １％ １,１６３ １,２０７ ８３６ ８３１  

※年齢および金融資産残高は各年１２月３１日現在のものとし、２０２２年を基準年とする。 

※給与収入は可処分所得で記載している。 

※記載されている数値は正しいものとする。 

※問題作成の都合上、一部を空欄としている。 

  



 

－21－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問２２ 

 谷口家のキャッシュフロー表の空欄（ア）は英男さんの可処分所得である。下表のデータに基づいて、

空欄（ア）に入る数値を計算しなさい。なお、２０２２年における英男さんの収入は給与収入のみであ

る。 

 

２０２２年分の英男さんの給与収入（額面）  ８００万円 

 

 

２０２２年に英男さんの給与から天引きされた支出の年間合計金額 

厚生年金保険料 ７３万円 健康保険料・介護保険料 ４８万円 雇用保険料  ４万円 

所得税 ５９万円 住民税 ５２万円 財形貯蓄 ２４万円 

社内預金 ３６万円 従業員持株会 １０万円 社内あっせん販売  ８万円 

 

問２３ 

 谷口家のキャッシュフロー表の空欄（イ）に入る数値を計算しなさい。なお、計算に当たっては、キ

ャッシュフロー表中に記載の整数を使用し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。 

 

問２４ 

 英男さんは、教育費の負担が心配になり、奨学金について調べることにした。日本学生支援機構の奨

学金に関する次の記述として、最も適切なものはどれか。 

 

１．申し込みは、進学前に限られ、進学後に申し込むことはできない。 

２．貸与型奨学金の選考については、家計による基準は設けられていない。 

３．貸与型奨学金には、利息が付く「第一種」と利息が付かない「第二種」がある。 

４．奨学金は、学生・生徒本人名義の口座に振り込まれる。 

 

  



 

－22－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

【第８問】下記の（問２５）～（問２７）について解答しなさい。 

 

 

下記の係数早見表を乗算で使用し、各問について計算しなさい。なお、税金は一切考慮しないこと

とし、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 

 

［係数早見表（年利１.０％）］ 

 終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数 

１年 １.０１０ ０.９９０ １.０００ １.０１０ １.０００ ０.９９０ 

２年 １.０２０ ０.９８０ ０.４９８ ０.５０８ ２.０１０ １.９７０ 

３年 １.０３０ ０.９７１ ０.３３０ ０.３４０ ３.０３０ ２.９４１ 

４年 １.０４１ ０.９６１ ０.２４６ ０.２５６ ４.０６０ ３.９０２ 

５年 １.０５１ ０.９５１ ０.１９６ ０.２０６ ５.１０１ ４.８５３ 

６年 １.０６２ ０.９４２ ０.１６３ ０.１７３ ６.１５２ ５.７９５ 

７年 １.０７２ ０.９３３ ０.１３９ ０.１４９ ７.２１４ ６.７２８ 

８年 １.０８３ ０.９２３ ０.１２１ ０.１３１ ８.２８６ ７.６５２ 

９年 １.０９４ ０.９１４ ０.１０７ ０.１１７ ９.３６９ ８.５６６ 

１０年 １.１０５ ０.９０５ ０.０９６ ０.１０６ １０.４６２ ９.４７１ 

１５年 １.１６１ ０.８６１ ０.０６２ ０.０７２ １６.０９７ １３.８６５ 

２０年 １.２２０ ０.８２０ ０.０４５ ０.０５５ ２２.０１９ １８.０４６ 

２５年 １.２８２ ０.７８０ ０.０３５ ０.０４５ ２８.２４３ ２２.０２３ 

３０年 １.３４８ ０.７４２ ０.０２９ ０.０３９ ３４.７８５ ２５.８０８ 

※記載されている数値は正しいものとする。 

 

 

問２５ 

 皆川さんは、自宅のリフォーム費用として、１０年後に５００万円を準備したいと考えている。年利

１.０％で１０年間複利運用する場合、現在いくらの資金があればよいか。 

 

問２６ 

 山根さんは、退職金の２,５００万円を今後３０年間、年利１.０％で複利運用しながら毎年１回、年

末に均等に生活資金として取り崩していきたいと考えている。毎年取り崩すことができる最大金額はい

くらになるか。 

 

問２７ 

 安藤さんは、子どもの留学資金として、１５年後に１,５００万円を準備したいと考えている。年利

１.０％で複利運用しながら毎年年末に一定額を積み立てる場合、毎年いくらずつ積み立てればよいか。 

 

  



 

－23－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

【第９問】下記の（問２８）～（問３４）について解答しなさい。 

 

＜設例＞ 

鶴見義博さんは、民間企業に勤務する会社員である。義博さんと妻の由紀恵さんは、今後の資産形

成や家計の見直しなどについて、ＦＰで税理士でもある高倉さんに相談をした。なお、下記のデー

タはいずれも２０２３年４月１日現在のものである。 

 

［家族構成］ 

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考 

鶴見 義博 本人 １９８７年１２月２０日 ３５歳 会社員（正社員） 

   由紀恵 妻 １９８８年１０月１３日 ３４歳 会社員（正社員） 

   涼太 長男 ２０１５年 ７月１９日  ７歳 小学生 

 

［収入金額（２０２２年）］ 

義博さん：給与収入４５０万円（手取り額）。給与収入以外の収入はない。 

由紀恵さん：給与収入４００万円（手取り額）。給与収入以外の収入はない。 

 

［自宅］ 

賃貸マンションに居住しており、家賃は月額１１万円（管理費込み）である。 

マイホームとして販売価格４,０００万円（うち消費税２００万円）のマンションを購入する予

定である。 

 

［金融資産（時価）］ 

義博さん名義 

銀行預金（普通預金）：２５０万円 

銀行預金（定期預金）：２５０万円 

 

由紀恵さん名義 

銀行預金（普通預金）： ５０万円 

銀行預金（定期預金）：２５０万円 

 

［負債］ 

 義博さんと由紀恵さんに負債はない。 

 

［保険］ 

・ 収入保障保険Ａ：年金月額１５万円。保険契約者（保険料負担者）および被保険者は義博さん、

年金受取人は由紀恵さんである。 

・ 低解約返戻金型終身保険Ｂ：保険金額３００万円。保険契約者（保険料負担者）および被保険

者は由紀恵さんである。 



 

－24－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問２８ 

 鶴見さん夫妻は、２０２３年７月にマンションを購入する予定である。鶴見さん夫妻が＜設例＞のマ

ンションを購入する場合の販売価格のうち、土地（敷地の共有持分）の価格を計算しなさい。なお、消

費税の税率は１０％とし、計算結果については万円未満の端数が生じる場合は四捨五入すること。また、

解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 

 

問２９ 

 ＦＰの高倉さんは、個人に対する所得税の仕組みについて義博さんから質問を受けた。高倉さんが下

記＜イメージ図＞を使用して行った所得税に関する次の（ア）～（エ）の説明のうち、適切なものには

○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。 

 

＜イメージ図＞ 
 

  

（出所：財務省ＨＰ「所得税の基本的な仕組み」を基に作成） 

 

（ア）「義博さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控

除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」 

（イ）「由紀恵さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定

金額を所得税額から差し引くことができます。」 

（ウ）「義博さんが空き巣に入られ盗難被害を受けたことによって受けられる雑損控除は、税額控除と

して、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」 

（エ）「由紀恵さんがケガで入院し入院費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除と

して、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」 

  

収
入
ま
た
は
経
済
的
利
益 

必
要
経
費 

所
得
金
額 

－ ＝ － 

所
得
控
除 

＝ 

課
税
所
得 

× 
税
率 

税
額
控
除 

税
額 

－ ＝ 



 

－25－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問３０ 

 義博さんは、生命保険の解約返戻金について、ＦＰの高倉さんに質問をした。高倉さんが、生命保険

の解約返戻金相当額について説明する際に使用した下記の＜イメージ図＞のうち、一般的な低解約返戻

金型終身保険の解約返戻金相当額の推移に係る図として、最も適切なものはどれか。 

 

＜イメージ図＞ 
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－26－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問３１ 

 義博さんは、契約中の収入保障保険Ａの保障額について、ＦＰの高倉さんに質問をした。高倉さんが

説明の際に使用した下記＜イメージ図＞を基に、２０２３年６月１日に義博さんが死亡した場合に支払

われる年金総額として、正しいものはどれか。なお、年金は毎月受け取るものとする。 

 

＜イメージ図＞ 
 

 

※義博さんは、収入保障保険Ａを２０１６年６月１日に契約している。 

※保険期間は２５年、保証期間は５年である。 

 

１．   ９００万円 

２． ３,２４０万円 

３． ４,５００万円 

４． ５,４００万円 

 

  

２８歳 
▲ 

３５歳 
▲ 

５３歳 
▲ 

年金 

受取総額 

義博さん 

保険期間２５年 

…………… 

2016年 

6月1日 

2023年 

6月1日 

2041年 

6月1日 



 

－27－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問３２ 

 由紀恵さんは、義博さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、ＦＰの高倉さんに相談

をした。義博さんが、２０２３年６月に３５歳で在職中に死亡した場合に、由紀恵さんが受け取ること

ができる遺族給付を示した下記＜イメージ図＞の空欄（ア）〜（エ）に入る適切な語句を語群の中から

選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、義博さんは、２０歳から大学卒業まで国民年金に

加入し、大学卒業後の２２歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、

家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。 

 

＜イメージ図＞ 
 

 
（注）問題作成の都合上、一部を「＊＊＊」にしてある。 

 

 

＜語群＞ 

１． １８歳   ２． ２０歳   ３． ６０歳   ４． ６５歳   ５． ７０歳 

６． 遺族基礎年金   ７．経過的寡婦加算   ８．中高齢寡婦加算 

９． 遺族厚生年金（義博さんの報酬比例部分の年金額の３分の２相当額） 

１０．遺族厚生年金（義博さんの報酬比例部分の年金額の４分の３相当額） 

 

  

［由紀恵さん］ 

（ エ ） 

（ ウ ） 

＊＊＊ 

３４歳 

［涼太さん］ 

( ア )
あ） 

＊＊＊歳 

７歳 （ イ ）到達年度の末日 

義博さん死亡 

▼ 



 

－28－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問３３ 

 義博さんの健康保険料に関する次の（ア）～（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なも

のには×を解答欄に記入しなさい。なお、義博さんは全国健康保険協会管掌健康保険（以下「協会けん

ぽ」という）の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記＜資料＞に基づくことと

する。 

 

＜資料＞ 
 

［義博さんに関するデータ］ 

給与：基本給：毎月３００,０００円 

通勤手当：毎月１５,０００円 

賞与：１回につき４５０,０００円（年２回支給される） 

 

［標準報酬月額］ 

標準報酬月額 
報酬月額 

以上         未満 

３００,０００円 ２９０,０００円 ～ ３１０,０００円 

３２０,０００円 ３１０,０００円 ～ ３３０,０００円 

 

［健康保険の保険料率］ 

介護保険第２号被保険者に該当しない場合：１０.００％（労使合計） 

介護保険第２号被保険者に該当する場合 ：１１.６４％（労使合計） 

 

（ア）毎月の給与に係る健康保険料のうち、義博さんの負担分は１５,０００円である。 

（イ）年２回支給される賞与に係る健康保険料については、義博さんの負担分はない。 

（ウ）義博さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。 

（エ）協会けんぽの一般保険料率は都道府県支部単位で設定され、全国一律ではない。 

 

  



 

－29－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2023.5.28) 

問３４ 

 義博さんの母親の弘子さんは今年６５歳になる。義博さんは、弘子さんの老齢基礎年金の繰下げ受給

についてＦＰの高倉さんに質問をした。老齢基礎年金の繰下げ受給に関する次の記述の空欄（ア）〜

（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。 

 

老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は、６５歳に達した月から支給繰下げの申し出を行った日の属

する月の前月までの月数に応じて、次の増額率によって年金額が増額されます。 

増額率＝（６５歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数）×０.７％ 

従って、仮に６８歳に達した月に支給繰下げの申し出をすると、６５歳から支給される額の

（ ア ）に増額され、この支給率は（ イ ）継続して適用されます。 

なお、老齢基礎年金と併せて付加年金を受給できる場合、付加年金は（ ウ ）。 

 

 

＜語群＞ 

１． １０２.１％   ２． １２５.２％         ３． １３３.６％ 

４． 一生涯      ５． ７０歳に達するまでの間   ６． ７５歳に達するまでの間 

７． 老齢基礎年金と同率で増額されます   ８．繰下げによる増額はありません 
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【第１０問】下記の（問３５）～（問４０）について解答しなさい。 

 

 

＜設例＞ 

国内の企業に勤務する西山裕子さんは、早期退職優遇制度を利用して、２０２３年９月に退職する

予定である。そこで、退職後の生活のことや先日死亡した母の相続のことなどに関して、ＦＰで税

理士でもある駒田さんに相談をした。なお、下記のデータは２０２３年４月１日現在のものである。 

 

Ｉ．家族構成（同居家族なし） 

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考 

西山 裕子 本人 １９６４年１２月１１日 ５８歳 会社員 

 

Ⅱ．西山家の親族関係図 

 

注１：裕子さんの母の春美さんは、裕子さんと同居していたが、２０２３年２月に死亡している。 

 

Ⅲ．西山家（裕子さん）の財産の状況（裕子さんが相続する春美さんの遺産を含む） 

［資料１：保有資産（時価)] （単位：万円) 

 裕子 名義変更手続き中の財産 

金融資産   

現金・預貯金 １,８５０  

株式・投資信託 ２,４００ ２００ 

生命保険（解約返戻金相当額） ［資料３］を参照  

不動産   

土地（自宅の敷地）  ３,５００ 

建物（自宅の家屋） ５６０  

その他（動産等） １８０  

注２：「名義変更手続き中の財産」は、春美さんの相続により裕子さんが取得することが確定した

財産であり、現在名義変更手続き中である。 

  

裕子 

太郎 

（死亡） 

春美 

（死亡） 

智明 

（死亡） 
明美 

美幸 諒太 

陽子 哲也 

誠 
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［資料２：負債残高] 

住宅ローン：３８０万円（債務者は裕子さん） 

自動車ローン：７０万円（債務者は裕子さん） 

裕子さんが負担すべき相続税および税理士に対する報酬：８０万円 

 

［資料３：生命保険] （単位：万円） 

保険種類 
保険 

契約者 
被保険者 

死亡保険金 

受取人 
保険金額 

解約返戻金 

相当額 

個人年金保険Ａ 裕子 裕子 春美 － ５００ 

医療保険Ｂ 裕子 裕子 － － － 

注３：解約返戻金相当額は、２０２３年４月１日現在で解約した場合の金額である。 

注４：個人年金保険Ａは、据置期間中に被保険者が死亡した場合には、払込保険料相当額が死亡保

険金として支払われるものである。なお、死亡保険金受取人の変更はまだ行われていない。 

注５：すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。  

注６：契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。 

 

Ⅳ．その他 

上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。 

 

 

問３５ 

 ＦＰの駒田さんは、まず２０２３年４月１日現在における西山裕子さんのバランスシート分析を行う

こととした。下表の空欄（ア）に入る数値を計算しなさい。 

 

＜西山裕子さんのバランスシート（名義変更中の遺産を含む)＞ （単位：万円) 

［資産］  ［負債］  

金融資産 

現金・預貯金 

株式・投資信託 

生命保険（解約返戻金相当額） 

不動産 

土地（自宅の敷地） 

建物（自宅の家屋） 

その他（動産等） 

 

××× 

××× 

××× 

 

××× 

××× 

××× 

住宅ローン 

自動車ローン 

相続税・税理士報酬 

××× 

××× 

××× 

負債合計 ××× 

［純資産］ （ ア ） 

資産合計 ××× 負債・純資産合計 ××× 
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問３６ 

 下記＜資料＞は、裕子さんの２０２２年（令和４年）分の「給与所得の源泉徴収票（一部省略）」で

ある。空欄（ア）に入る裕子さんの２０２２年分の所得税額として、正しいものはどれか。なお、裕子

さんには、２０２２年において給与所得以外に申告すべき所得はなく、年末調整の対象となった所得控

除以外に適用を受けることのできる所得控除はない。また、復興特別所得税は考慮しないこと。 

 

＜資料＞ 

 

 

＜所得税の速算表＞ 

課税される所得金額 税率 控除額 

１,０００円 から １,９４９,０００円 まで  ５％ ０円 

１,９５０,０００円 から ３,２９９,０００円 まで １０％ ９７,５００円 

３,３００,０００円 から ６,９４９,０００円 まで ２０％ ４２７,５００円 

６,９５０,０００円 から ８,９９９,０００円 まで ２３％ ６３６,０００円 

９,０００,０００円 から １７,９９９,０００円 まで ３３％ １,５３６,０００円 

１８,０００,０００円 から ３９,９９９,０００円 まで ４０％ ２,７９６,０００円 

４０,０００,０００円 以上 ４５％ ４,７９６,０００円 

 

１． ２９２,５００（円） 

２． ３２４,５００（円） 

３． ３８８,５００（円） 

４． ４２０,５００（円） 

  

７ ２００ ０００ 給料・賞与 （ ア ） 

１０４０ ０００ ４０ ０００ ２０ ０００ 

４ 

西山 裕子 
ニシヤマ ユウコ 

０００ ３８０ ５ （各自計算） 

４０ ０００ 
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問３７ 

 裕子さんは、勤務先の早期退職優遇制度を利用して２０２３年９月末に退職を予定している。裕子さ

んの退職に係るデータが下記＜資料＞のとおりである場合、裕子さんの退職一時金に係る所得税額を計

算しなさい。なお、裕子さんは「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出し、勤務先の役員であ

ったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではないものとする。また、解答に当たっ

ては、解答用紙に記載されている単位に従うこととし、所得控除および復興特別所得税については考慮

しないこととする。 

 

＜資料＞ 

支給される退職一時金 ２,５００万円 

勤続期間 ２１年４ヵ月 

 

＜所得税の速算表＞ 

課税される所得金額 税率 控除額 

１,０００円 から １,９４９,０００円 まで  ５％ ０円 

１,９５０,０００円 から ３,２９９,０００円 まで １０％ ９７,５００円 

３,３００,０００円 から ６,９４９,０００円 まで ２０％ ４２７,５００円 

６,９５０,０００円 から ８,９９９,０００円 まで ２３％ ６３６,０００円 

９,０００,０００円 から １７,９９９,０００円 まで ３３％ １,５３６,０００円 

１８,０００,０００円 から ３９,９９９,０００円 まで ４０％ ２,７９６,０００円 

４０,０００,０００円 以上 ４５％ ４,７９６,０００円 
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問３８ 

 裕子さんが取引をしている国内の証券会社から送付された２０２２年分の特定口座年間取引報告書

（一部）が下記＜資料＞のとおりである場合、次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値を語群

の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選択してもよいこととす

る。また、復興特別所得税については考慮しないこと。 

 

＜資料＞ （単位：円) 

① 譲渡の対価の額 

（収入金額） 

② 取得費及び譲渡に要した費用の額等 ③ 差引金額（譲渡所得等の金額) 

（①－②） 

２,８００,０００ ３,０００,０００ （各自計算） 

 

特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等 

種類 配当等の額 
源泉徴収税額 

（所得税） 

配当割額 

（住民税） 
特別分配金の額 

④ 株式、出資又は基金 100,000 （各自計算） (各自計算)  

⑤ 特定株式投資信託     

⑥ 投資信託又は特定受益証券発行信託 

（⑤、⑦及び⑧以外） 
    

⑦ オープン型証券投資信託 200,000 （各自計算） (各自計算)  

⑧ 国外株式又は国外投資信託等     

⑨ 合計（④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 300,000 （各自計算） （ ア ）  

上
記
以
外
の
も
の 

⑩ 公社債     

⑪ 社債的受益証券     

⑫ 投資信託又は特定受益証券発行信託 

（⑪及び⑭以外） 
    

⑬ オープン型証券投資信託     

⑭ 国外公社債等又は国外投資信託等     

⑮ 合計（⑩＋⑪＋⑫＋⑬＋⑭）     

 ⑯ 譲渡損失の金額 (各自計算)    

 ⑰ 差引金額（⑨＋⑮－⑯） （ イ ）    

 ⑱ 納付税額  （ ウ ） （省略）  

 ⑲ 還付税額（⑨＋⑮－⑱）  （省略） （省略）  

 

 

＜語群＞ 

１． －１００,０００   ２． ０（ゼロ）   ３． ５,０００   ４． １５,０００ 

５． ２０,０００     ６． ３０,０００   ７． ４５,０００  ８． ６０,０００ 

９． １００,０００ 
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問３９ 

 裕子さんは、母親の春美さんが亡くなるまでの一定期間、春美さんを介護するために会社を休んでい

た。こうした介護を理由に休業する場合に支給される介護休業給付について、ＦＰの駒田さんに質問を

した。雇用保険制度の介護休業給付に関する次の説明の空欄（ア）～（エ）にあてはまる語句の組み合

わせとして、最も適切なものはどれか。 

 

「雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者が、配偶者や父母など対象となる家族を介護する

ために会社を休業した場合、一定の要件を満たせば介護休業給付金を受給することができます。 

介護休業給付金は、（ ア ）について、通算（ イ ）を限度に支給されます。 

また、この介護休業は（ ウ ）を限度に分割して取得することが可能で、そのたびに給付金を受

給することができます。 

１日当たりの給付金の支給額は、該当する被保険者が休業を開始した日の前日に離職したものとみ

なして計算する休業開始時賃金日額の（ エ ）となりますが、この賃金日額には上限があるほか、

対象期間中に会社から一定額以上の賃金が支給されると、給付金が減額されたり不支給となったり

する場合もあるので注意が必要です。」 

 

 

１．（ア）該当する被保険者  （イ）９３日 （ウ）３回 （エ）５０％ 

２．（ア）対象となる同じ家族 （イ）９３日 （ウ）３回 （エ）６７％ 

３．（ア）該当する被保険者  （イ）６ヵ月 （ウ）６回 （エ）６７％ 

４．（ア）対象となる同じ家族 （イ）６ヵ月 （ウ）６回 （エ）５０％ 
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問４０ 

 裕子さんは、病気療養のため２０２３年３月、ＲＡ病院に６日間入院し、退院後の同月内に同病院に

６日間通院した。裕子さんの２０２３年３月の１ヵ月間における保険診療分の医療費（窓口での自己負

担分）が入院について１８万円、退院後の通院について３万円、さらに入院時の食事代が９,０００円、

差額ベッド代が６万円であった場合、下記＜資料＞に基づく高額療養費として支給される額として、正

しいものはどれか。なお、裕子さんは全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者であっ

て標準報酬月額は４４万円であるものとする。また、ＲＡ病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示

はしておらず、多数該当は考慮しないものとし、同月中に＜資料＞以外の医療費はないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［２０２３年３月分の高額療養費の算定］ 

 
 

［医療費の１ヵ月当たりの自己負担限度額（７０歳未満の人）］ 

標準報酬月額 自己負担限度額（月額） 

① ８３万円以上 ２５２,６００円＋（総医療費－８４２,０００円）×１％ 

② ５３万～７９万円 １６７,４００円＋（総医療費－５５８,０００円）×１％ 

③ ２８万～５０万円  ８０,１００円＋（総医療費－２６７,０００円）×１％ 

④ ２６万円以下 ５７,６００円 

⑤ 市区町村民税非課税者等 ３５,４００円 

 

１．  ９６,５７０円 

２． １２５,５７０円 

３． １６３,２７０円 

４． １９２,２７０円 

１ヵ月当たりの総医療費（保険診療分） 

窓口での自己負担分 

保険者が負担（療養の給付） 高額療養費 自己負担限度額 


